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令和元年度 第２四半期の保安検査の実施状況等について 
  

 

令和元年 10 月 30 日 

原 子 力 規 制 庁  

 
令和元年度 第２四半期に実施した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

に基づく保安検査1の実施状況等を報告する。 
 
１．保安検査の実施状況について 

当該期間における保安検査の結果、保安規定違反（監視）に該当するものが３件確認さ
れた。詳細については、別表１－１に示す。 
各原子力規制事務所が発電所又は事業所ごとに行った保安検査結果の詳細については、

本報告後、原子力規制委員会のホームページに掲載する2。 
 
２．運転上の制限の逸脱に対する立入検査等の実施状況について 

当該期間においては、運転上の制限を逸脱した事象が４件発生した。詳細については、
別表１－２に示す。 

 
 

当該期間における保安規定違反等の件数 

施設名 

保安規定違反（監視を含む）件数 
運転上の制限
逸脱事象件数 年４回の 

保安検査 
安全確保上重要な
行為等3の保安検査 

第２四半期合計 

実用発電用原子炉施設4 １件(監視:１件) ０件 １件(監視:１件) ２件 

核燃料施設等5 ２件(監視:２件)  ２件(監視:２件) ２件 

合計 ３件(監視:３件) ０件 ３件(監視:３件) ４件 

 

  

                                                   
1保安規定の遵守状況に関する検査をいう。ただし、特定原子力施設は、実施計画に定める保安のための措置（実施計画Ⅲ「特定原子力施設の保
安」に定められている従来の保安規定に相当する部分）の実施状況に関する確認をいう。各原子力規制事務所においてばらつきがあるものの、

保安検査期間は１０週間程度である。 

2 実用発電用原子炉施設 https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/reactor/unten/2019_2/index.html 

核燃料施設等 https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/nuclearfuel/shiken/2019_2/index.html 

3 事業者が行う原子炉の起動・停止、燃料の装荷・取出し、重大事故等発生時等の対策要員等の訓練等 

4 実用発電用原子炉及びその附属施設（特定原子力施設を除く）をいう。 

5 加工施設、試験研究用等原子炉施設、研究開発段階発電用原子炉施設、特定原子力施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、核

燃料物質の使用施設をいう。 
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別表１－１：保安規定違反（監視）について 

１／３ 

施設名 保安規定違反の概要 

島根原子

力発電所 

【件名：線量当量率測定記録等の廃棄について】 

 

事象概要： 

令和元年５月１６日、事業者は、１０年間保存しなければならない放射線に関する記

録のうち、平成２４年度分のみ誤って廃棄していることを確認した。技術情報文書管

理システムに登録する際に、保管期間１０年で登録すべきところ、誤って保管期間５

年で登録していたため、平成３０年３月末で保存期限が満了となる文書として誤って

廃棄した。 

 

誤って廃棄されていた記録 

１．線量当量率測定記録 

２．線量当量測定記録 

３．空気中の放射性物質濃度測定記録 

４．表面汚染密度測定記録 

 

保安規定違反判定： 

本事案は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第６７条第１項並びに
保安規定第１１９条（２号機）及び第１８９条（１号機）で要求される記録の保管義務が
果たされておらず、該当条文に違反している。しかしながら、上記の誤って廃棄され
た記録に該当する期間において、元データやチャート記録等から原子力安全に影響
を及ぼしていないことが確認できたことから、違反（監視）とする。 
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２／３ 

施設名 保安規定違反の概要 

東京電力ホ
ー ル デ ィ ン
グス株式会
社福島第一
原子力発電
所 

【件名：５・６号機送電線（双葉線１号）での発煙事象】 

事象概要： 

双葉線引留鉄構取替工事において、６６ｋＶ双葉線１号及び２号に防食層保護装

置（雷に対する保護装置）と接地線を設置する計画であったが、令和元年６月１１日

に接地線を誤った位置に接続し、７月２３日に同双葉線１号を復旧した。２５日に協

力企業作業員が同双葉線１号黒相ケーブルヘッド架台から発煙していることを発見

し、５・６号機中央制御室に連絡し、同双葉線１号を停止した(双葉線２号は受電継

続)。停止により発煙及び火花が収まった後、現場確認を行ったところ、防食層保護

装置が焼損していた。 

応急処置として、防食層保護装置を取り外し、接地線を取り付け、双葉線１号に

ついては当日中に受電を再開した。その後、同様に誤って施工された双葉線２号を停

止し、応急処置後、２６日に受電を再開した。 

 本事象については、「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」Ⅲ 

特定原子力施設の保安 第２編（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 第２章品質保

証 第３条（品質保証計画） ４．２．３文書管理、７．１業務の計画、７．４．３

調達製品の検証に違反していると判断した。 

 

保安規定違反判定： 

 双葉線引留鉄構取替工事において、接地線の設置が図面等によらず口頭指示によ

り行われたため、誤接続が発生した。さらに受電前の外観目視確認は立会で行うべき

ところ、記録確認で行ったため、誤接続が発見されないまま受電した。その結果、双

葉線１号３相のうち、１相の防食層保護装置から発煙し、火災に至った。これら一連

の行為は、実施計画に定める工事の品質管理に係る保安活動の実施の不履行に該当

する。ただし、外部電源喪失には至らず、速やかに応急処置を完了して受電状態に復

帰しており、原子力安全に影響はなかったことから、実施計画違反（監視）と判定す

る。 
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３／３ 

施設名 保安規定違反の概要 

東京電力ホ
ー ル デ ィ ン
グス株式会
社福島第一
原子力発電
所 

【件名： 管理対象区域における飲料水の摂取について】 

事象概要： 

令和元年７月３０日、福島第一原子力発電所構内の５、６号機警備員詰所（以下

「５、６号詰所」という。）及び１－４号機周辺防護区域警備員詰所（以下「１－４

号詰所」という。）の入口付近の飲食等が禁止されている管理対象区域の装備脱衣エ

リアにウォータサーバ（５、６号詰所）及びクーラボックス（１－４号詰所）が設置

されており、事業者（防護管理Ｇ）が警備を委託している協力企業から再委託を受け

た協力企業の警備員（以下「警備員」という。）が飲料水を摂取していたことを事業

者が確認した。東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定

核燃料物質の防護に関する規則（以下「１Ｆ規則」という。）第９条※１に抵触すると

判断し、同月３１日に現地原子力運転検査官に報告があった。 

 

※１：１Ｆ規則 第９条第一項ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所で

の飲食及び喫煙を禁止すること。 

 

保安規定違反判定： 

 防護管理ＧＭは、管理対象区域で作業を行う協力企業に対して、実施計画で定める

管理対象区域出入者の遵守事項を遵守させる措置を十分に講じておらず、また、長期

間にわたり、その状態を見逃していた。このことは、実施計画に定める放射線防護に

係る保安活動の実施の不履行に該当する。管理対象区域での飲料水を摂取していた

警備員については、事業者（防護管理Ｇ）は、委託先が緊急に実施したホールボディ

カウンタの測定値と直近の定期ホールボディカウンタの測定値を比較し、有意な変

動がないことから、内部被ばくへの影響はなかったと確認しており、原子力安全への

影響はなかったものの、放射線管理に係る不適合事象が多発※２しており、放射線管

理部門による現場管理が適切に機能していないことから、実施計画違反（監視）と判

断する。 

 

※２：６月 ６日 電気品室Ｙゾーンにおける靴の未着用 

   ７月２２日 車両誘導員のＡＰＤおよびガラスバッジ未装着 
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別表１－２：運転上の制限の逸脱に対する立入検査結果等について 

 

１／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発電所名 関西電力株式会社高浜発電所 

運転上の制限を逸

脱した期間 
令和元年９月８日（日）９時２０分～１２時５０分 

事象の概要 【件名：４号機Ａ蒸気発生器の蒸気流量に関する運転上の制限逸脱】 

令和元年９月８日７時５分、定格熱出力一定運転中の高浜発電所４号機において、

Ａ蒸気発生器の蒸気流量に関する警報が発信、復帰を繰り返した。関西電力が関

連する計器を確認したところ、２系統あるうちの１系統の蒸気流量の指示値が低下

していたことから、同日９時２０分に保安規定第３４条 表３４-１（注１）の運転上の

制限を満足していないと判断した。 

その後、関西電力は、指示が低下した系統の信号を使用しないように当該計器か

ら切り離し、もう一方の系統の入力信号により当該計器の信号が出力される状態と

した。これにより、当該計器の機能が維持できたことから、同日１２時５０分に保安

規定の運転上の制限の逸脱から復帰した。 

 

（注１）主蒸気ラインごとに２系統が動作可能であること。 

 

確認結果 同日、現地駐在の原子力運転検査官は立入検査を行い、以下の事業者の活動

について現場にて確認し、当該計器が保安規定で定める動作可能な状態であるこ

とを確認した。 

 指示が低下した系統の入力信号の当該計器からの切離し 

 その後の当該計器の機能確認 

以上の結果が良好であったことから、立入検査の結果を「良」とした。 

なお、その後、故障している系統の入力カードを予備品に交換して通常状態に復

帰した。 
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２／４ 

 発電所名 四国電力株式会社伊方発電所 

運転上の制限を逸

脱した期間 
令和元年９月５日（木）１５時０９分～２３時０２分 

事象の概要 【件名：３号機高圧注入ポンプに関する運転上の制限逸脱】 

令和元年９月５日、定格熱出力一定運転中の伊方発電所３号機において、高圧

注入ポンプ３Ｂの定期試験中に電動機の軸受部から、高圧注入ポンプ３A の定期

試験時よりも多くの白煙が発生した。そのため、四国電力は、１５時０９分、当該ポ

ンプを動作不能と判断し、保安規定第５１条 表５１-１（注１）等の運転上の制限を

満足していないと判断した。 

その後、四国電力が当該ポンプの軸受潤滑油の圧抜き部を確認したところ、白

煙状のものは、内部の油分がポンプの運転に伴って霧状となって排出されたもの

のみであり、ポンプの機能・性能に影響を与えるものではないことが分かった。 

そのため、中断していた当該ポンプの定期運転を再開し、正常に運転できること

を確認し、同日２３時０２分に運転上の制限の逸脱から復帰した。 

 

（注１）保安規定５１条 表５１-１ 

モード１、２および３の期間においては「高圧注入系の２系統が動作可能であるこ

と」が要求されている。 

 

確認結果 同日、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、以下の事業者の活動

について確認した。 

 残りの系統のポンプ（高圧注入ポンプ３Ａ）の動作状況の確認 

 中型ポンプ車等の重大事故等対処設備の動作状況の確認 

 高圧注入ポンプ３Ｂの復旧の確認 

以上の結果が良好であったことから、立入検査の結果を「良」とした。 
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３／４ 

  発電所名 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 

運転上の制限を逸

脱した期間 
令和元年７月１６日１８時４０分～７月１９日１４時５分 

事象の概要 【件名：福島第一原子力発電所５号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）運転上

の制限の逸脱】 

 

事業者は、令和元年７月１６日１４時５８分頃、定例試験準備としてＤ／Ｇ

（Ｂ）の動弁注油タンクの液位を確認したところ、液位が通常より高いことか

ら、現場調査を行った。同日１８時３０分頃、当該タンク内の潤滑油に燃料（軽

油）が混入した可能性があると判断し、当該Ｄ／Ｇを非待機状態として点検す

ることとした。同時期にＤ／Ｇ（Ａ）が定期点検中であったことから、同日１

８時４０分、実施計画Ⅲ第２編第６１条（非常用ディーゼル発電機その２）表

６１－１「第６６条で要求される当該非常用交流高圧電源母線に接続する非常

用ディーゼル発電機を含め２台の非常用発電設備が動作可能であること」に規

定する２台のＤ／Ｇが動作できない状態と判断し、運転上の制限の逸脱を宣言

した。 

７月１９日１４時５分に定期点検中のＤ／Ｇ（Ａ）確認運転により、機能上

問題のないことが確認できたことから当該Ｄ／Ｇを待機状態とし、運転上の制

限の逸脱から復帰したと判断した。なお、事業者は、Ｄ／Ｇ（Ｂ）の動弁注油

タンクの液位が高くなった原因として、シリンダ燃料弁と高圧ユニオンの継手

の緩みによる燃料の漏えいにより、当該タンクの液位が上昇したものと推定し

た。その後、当該継手を含めた全１８シリンダのパッキン交換と締め付けを行

い、確認運転により、機能上問題のないことが確認できたことから７月３０日

２３時１５分にＤ／Ｇ（Ｂ）を待機状態とした。 

検査官は、７月１９日のＤ／Ｇ（Ａ）の確認運転及び７月３０日のＤ／Ｇ（Ｂ）

確認運転を現場立会い並びに５・６号機中央操作室にて確認した。 

 

確認結果 原子力運転検査官は、７月１９日のＤ／Ｇ（Ａ）の確認運転及び７月３０日の

Ｄ／Ｇ（Ｂ）確認運転を現場立会い並びに５・６号機中央操作室にて確認した。 
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４／４ 

  発電所名 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 

運転上の制限を逸

脱した期間 
令和元年８月６日（火）１１時５１分～１１時５１分 

事象の概要 【件名：２号機窒素封入設備信頼性向上対策工事における運転上の制限の逸

脱】 

 ２号機窒素封入設備信頼性向上対策工事において、新設窒素封入ラインと

既設窒素封入ラインとの接続作業を行うため、実施計画Ⅲ第１編第３２条

（保全作業を実施する場合）第１項を適用し、必要な安全措置として窒素ガ

スの封入を原子炉圧力容器封入ライン（以下「ＲＰＶ封入ライン」という。）

から原子炉格納容器封入ライン（以下「ＰＣＶ封入ライン」という。）への切

替え作業を、令和元年８月６日１０時８分に開始した。 

１０時２０分にＰＣＶ封入ラインへの切替えにより窒素封入量１０Ｎｍ3／ｈ

を確保後、１０時２９分にＲＰＶ封入ラインを停止（窒素封入量は１０Ｎｍ3／

ｈ→０Ｎｍ3／ｈ）した。１０時３１分に新設窒素封入ラインを接続するため系

統隔離を実施（銘板１３Ｂの弁を閉）したところ、操作対象弁の銘板が逆に設

置（１３Ａ⇔１３Ｂ）されていたため、本来全開にしておくべき弁（１３Ａ）

が全閉となったため、１０時５０分から１１時１８分の間、ＰＣＶ封入ライン

の窒素封入量が０Ｎｍ3／ｈとなったことから、２号機への窒素封入量が０Ｎ

ｍ3／ｈとなる事象が発生した。 

事業者は、実施計画Ⅲ第1編第２５条（格納容器内の不活性雰囲気の維持機

能）窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び他の窒素ガス分離装置１台

が専用ディーゼル発電機により動作可能であることの運転上の制限に対し、同

日１１時５１分に運転上の制限を満足していないと判断した※が、１１時１８

分に弁を復旧したことにより２号機への窒素封入量の上昇が確認されたこと

から、同時刻１１時５１分に運転上の制限の逸脱から復帰（計画的に運転上の

制限外に移行した状態）したものと判断した。 

 

※：第３２条（保全作業を実施する場合）に基づき必要な安全措置を実施して

いたが、意図しない系統構成となったため、窒素封入量が０Ｎｍ3／ｈとな

り、必要な窒素封入量が確保されていることを満足できなくなることから、

運転上の制限を逸脱したと判断した。 

 

確認結果 現地駐在の原子力保安検査官は、運転上の逸脱から復帰後にＰＣＶ封入ライン

の窒素封入量が１０Ｎｍ3／ｈであることを免震棟集中監視室の流量計により

確認するとともに、２号機Ｔ／Ｂ建屋で当該弁銘板の設置状況の確認を行っ

た。 
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表 保安規定違反の判定基準1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 発電用原子炉施設保安検査実施要領（平成31年4月1日改正 原規規発第19040111号）より抜粋。 

 なお、本基準は、核燃料施設等には適用しない（核燃料施設等については、核燃料施設等保安検査実施要領（平成31年4月1日改正 原規規

発第1904016号）に基づき、発生した事象に係る原子力安全に対する影響度等を総合的に考慮した上で、当該事象を評価し、当該事象が軽微

な違反に該当するものかどうかの判定を行う）。 

参考 1 
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島根原子力発電所の保安規定違反事案に対する新検査制度の試運用における評価 
 

 

島根原子力発電所の保安規定違反事案について、新たな検査制度への移行を踏まえて、現在

実施している試運用で用いている「検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド 試運用

版」に基づき評価を行った。 

 

（１）ステップ１：パフォーマンス欠陥はあるか。 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第６７条（記録）第１項並びに保安規定第１

１９条及び第１８９条（記録）において保存することが要求されている線量当量率測定記録等

を保存していなかったことは、パフォーマンス欠陥に該当する。 

 

（２）ステップ２：確認されたパフォーマンス欠陥は軽微を超えるか。 

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める

告示（平成二十七年原子力規制委員会告示第八号）に定める線量等を十分に下回っていたこと

が、過去のデータにより確認できている。そのことから、パフォーマンス欠陥の結果は、監視

領域（小分類）「従業員に対する放射線安全」の活動目的「通常の商用原子炉の運転における

放射性物質による被ばくから従業員の健康と安全を適切に守ることを確保すること」に対して

影響を及ぼしていない。 

 

 

 

 

検査指摘事項としない（軽微なパフォーマンス欠陥） 

  

参考 2 
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検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド 試運用版（抜粋） 
図 1 気付き事項から指摘事項を抽出するスクリーニングフロー 

 

 
◯パフォーマンス欠陥 

 事業者は原子力安全を維持、確保するために企図した活動をその企図に即して実施できていない状態。すなわち、事業者が

規制要求又は自主基準を満足することに失敗している状態であって、その失敗が合理的に予測可能であり、予防する措置を講

ずることが可能であったもの。 
 


